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9

情
報
公
開
・
個
人
情
報
制
度
の
運
用
状
況

　

令
和
４
年
度
の
、
情
報
公
開
請
求
お
よ
び
個

人
情
報
自
己
情
報
開
示
請
求
の
件
数
は
左
記
表

の
と
お
り
で
す
。（
年
度
内
に
決
定
し
た
件
数

で
す
）

問　

総
務
課
広
聴
広
報
係  

☎
042(

588)

４
１
１
６

告
示
日　
　
　
　
　

８
月
15
日
(火)

投
票
日　
　
　
　
　

８
月
20
日
(日)

選
挙
会(

開
票)

８
月
20
日
(日)

選
挙
権

年
齢
要
件　

平
成
17
年

８
月
21
日
以
前
ま
で
に
生
ま
れ
た
方

住
所
要
件　

令
和
５
年
５
月
14
日
以
前
ま
で
に

住
民
基
本
台
帳
法
に
基
づ
く
転
入
届
出
を
し
、

投
票
日
ま
で
引
き
続
き
町
内
に
住
所
を
有
す
る

方（
５
月
15
日
以
降
に
転
入
届
出
さ
れ
た
方
は
、

投
票
で
き
ま
せ
ん
。）

郵
便
に
よ
る
不
在
者
投
票

　

身
体
が
不
自
由
で
投
票
所
に
行
く
こ
と
が
困

難
な
場
合
に
、
郵
便
等
を
利
用
し
て
投
票
を
行

う
制
度
で
す
。
利
用
に
は
「
郵
便
等
投
票
証
明

書
」
の
交
付
が
必
要
で
す
。
対
象
要
件
は
次
の

と
お
り
。

①
「
身
体
障
害
者
手
帳
」
を
お
持
ち
の
方

　

両
下
肢
、
体
幹
、
移
動
機
能
の
障
害(
１･

　

２
級)

／
心
臓
、
じ
ん
臓
、
呼
吸
器
、
膀
胱
、

　

直
腸
、
小
腸
の
障
害(

１･

３
級)

／
免
疫
、

　

肝
臓
の
障
害(

１
〜
３
級)

②
「
戦
傷
病
者
手
帳
」
を
お
持
ち
の
方

　

両
下
肢
、
体
幹
の
障
害(

特
別
項
症
か
ら
第

　

２
項
症)

／
心
臓
、
じ
ん
臓
、
呼
吸
器
、
膀

　

胱
、
直
腸
、
小
腸
、
肝
臓
の
障
害(

特
別
項

　

症
か
ら
第
３
項
症)

③
介
護
保
険
の
被
保
険
者
証
の
要
介
護
区
分
が

　
「
要
介
護
５
」
で
あ
る
方

※
代
理
記
載
制
度　

郵
便
等
で
の
不
在
者
投
票

　

が
で
き
る
選
挙
人
で
、
上
肢
、
視
覚
の
障
害

　

の
程
度
が
「
身
体
障
害
者
手
帳
」
で
１
級
、

　

ま
た
は
「
戦
傷
病
者
手
帳
」
で
特
別
項
症
か

　

ら
第
２
項
症
ま
で
の
方
は
事
前
の
届
出
で
、

　

投
票
の
代
理
記
載
が
認
め
ら
れ
ま
す
。

　
「
郵
便
等
投
票
証
明
書
」
が
必
要
な
場
合
は
、

町
選
挙
管
理
委
員
会
で
手
続
き
を
お
願
い
し
ま

す
。
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。　

問　

選
挙
管
理
委
員
会(

総
務
課
庶
務
係
内)

　
　

☎
042（
588
）
４
１
１
４

だ
さ
い
。

支
給
対
象
者　

①
②
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま

る
方

①
令
和
４
年
度
低
所
得
の
子
育
て
世
帯
に
対
す

　

る
生
活
支
援
特
別
給
付
金
（
ひ
と
り
親
世
帯

　

以
外
分
）
の
支
給
を
受
け
た
方

②
①
の
ほ
か
、
令
和
５
年
１
月
１
日
以
降
の
収

　

入
が
急
変
し
、
住
民
税
非
課
税
相
当
の
収
入

　

に
な
っ
た
方

支
給
対
象
児
童

①
平
成
16
年
４
月
２
日
か
ら
令
和
５
年
２
月
28

日
生
ま
れ
の
児
童
（
障
が
い
児
は
平
成
14
年

　

４
月
２
日
生
ま
れ
以
降
）

　

※
支
給
対
象
者
①
に
該
当
す
る
場
合

②
平
成
17
年
４
月
２
日
か
ら
令
和
６
年
２
月
29

日
生
ま
れ
の
児
童
（
障
が
い
児
は
平
成
15
年

　

４
月
２
日
生
ま
れ
以
降
）

　

※
支
給
対
象
者
②
に
該
当
す
る
場
合

支
給
額　

対
象
児
童
一
人
に
つ
き
５
万
円

申
請
不
要
の
方　

支
給
対
象
者
①
に
該
当
す
る

方申
請
が
必
要
な
方　

支
給
対
象
者
②
に
該
当
す

る
方

問　

子
育
て
福
祉
課
子
育
て
支
援
係

　
　

☎
042
（
588
）
４
１
１
３

〒190-0192（個別郵便番号）東京都西多摩郡日の出町平井2780  TEL  042（597）0511（代）　FAX  042（597）4369
開庁時間　午前8時30分～午後5時15分　閉庁　土・日曜日、祝日、年末年始（12月29日～翌年1月3日）

日
の
出
町
議
会
議
員
選
挙

　

８
月
31
日
任
期
満
了
に
伴
う
日
の
出
町
議
会

議
員
選
挙
を
次
の
と
お
り
執
行
し
ま
す
。

令
和
５
年
度
低
所
得
の
子
育
て
世
帯
に
対
す
る

子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金

　
　
　
　
　
　
　
　
（
ひ
と
り
親
世
帯
以
外
分
）

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
る
影
響

が
長
期
化
す
る
中
で
、
食
費
等
の
物
価
高
騰
の

影
響
を
特
に
受
け
る
低
所
得
の
子
育
て
世
帯
の

生
活
を
支
援
す
る
た
め
、
ひ
と
り
親
世
帯
以
外

の
低
所
得
の
子
育
て
世
帯
へ
特
別
給
付
金
を
支

給
し
ま
す
。（
す
で
に
、
ひ
と
り
親
世
帯
分
の

支
給
を
受
け
た
方
は
対
象
外
）

　

対
象
者
の
う
ち
、
申
請
不
要
で
受
け
取
れ
る

方
へ
は
、
６
月
中
に
特
別
給
付
金
の
支
給
が
終

了
し
て
い
ま
す
。
支
給
さ
れ
て
い
な
い
方
で
、

対
象
と
な
る
方
に
つ
い
て
は
、
申
請
が
必
要
と

な
り
ま
す
。
該
当
す
る
方
は
お
問
い
合
わ
せ
く

決定区分

非

開

示

0

0

0

0

一
部
開
示

4

0

0

0

開
　

示

0

0

0

0

自
己
情
報
開
示

4

0

0

0

決定区分

非

公

開

1

7

5

0

一
部
公
開

4

5

2

0

公
　

開

5

1

11

0

公
開
請
求
件
数

10

13

18

0

区　
　

分

(

実
施
機
関)

町　　 長

教育委員会

議　　 会

固定資産評価審査委員会

お
知
ら
せ

子
育
て
・
教
　
育
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特に記載のない場合の受付時間は土・日曜日、祝日、年末年始を除く午前8時30分～午後5時15分（正午～午後１時を除く）です。
申込の記載がない場合は直接会場へ。費用の記載が無い場合は無料です。

令
和
５
年
度
低
所
得
の
子
育
て
世
帯
に
対
す
る

　

子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ひ
と
り
親
世
帯
分
）

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
る
影
響

が
長
期
化
す
る
中
で
、
食
費
等
の
物
価
高
騰
の

影
響
を
特
に
受
け
る
低
所
得
の
ひ
と
り
親
世
帯

の
生
活
を
支
援
す
る
た
め
、
ひ
と
り
親
世
帯
分

の
低
所
得
の
子
育
て
世
帯
へ
特
別
給
付
金
を
支

給
し
ま
す
。（
す
で
に
、
ひ
と
り
親
世
帯
以
外

分
の
支
給
を
受
け
た
方
は
対
象
外
）

　

次
の
対
象
者
の
う
ち
、
①
の
方
に
つ
い
て
は

申
請
不
要
と
な
り
、
５
月
中
に
特
別
給
付
金
の
支

給
が
終
了
し
て
い
ま
す
。
②
と
③
に
該
当
す
る

方
に
つ
き
ま
し
て
は
、申
請
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

該
当
す
る
方
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

支
給
対
象
者

①
令
和
５
年
３
月
分
の
児
童

　

扶
養
手
当
の
受
給
者

②
公
的
年
金
を
受
給
し
て
い

　

る
こ
と
に
よ
り
、
令
和
５
年
３
月
分
の
児
童

　

扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
な
い
方
（
児

　

童
扶
養
手
当
に
係
る
支
給
制
限
限
度
額
を
下

　

回
る
場
合
）

③
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
受
け
て
家

　

計
が
急
変
す
る
な
ど
、
収
入
が
児
童
扶
養
手

　

当
を
受
給
し
て
い
る
方
と
同
じ
水
準
と
な
っ

　

て
い
る
方

支
給
額　

対
象
児
童
一
人
に
つ
き
５
万
円

問　

子
育
て
福
祉
課
子
育
て
支
援
係

　
　

☎
042
（
588
）
４
１
１
３

ファミリー・サポート・センター利用会員、協力会員募集 !!
　ファミリー・サポート・センターとは、子育ての手助けが必要な方（利用会員）と子育てを手伝っ
てあげられる方（協力会員）が会員となり、利用会員が必要としている援助活動を協力会員が実施
する、育児支援ネットワークです。利用会員は説明会への参加、協力会員はセンターが実施する協
力会員養成講習会の受講終了後に活動を行っていただきます。活動後は利用会員から協力会員に利
用料が支払われます。
☆ファミリー・サポート・センターは、こんなときに利用できます。
　　保育園・学童クラブ・幼稚園・学校の送迎、保育園・学校が休みのときの預かりなど
☆利用会員の条件（子育ての手助けが必要な方）
　　町内在住で、生後６か月～満12歳までの子どもの保護者で育児援助が必要な方
☆協力会員の条件（子育てを手伝ってあげられる方）
　　町内在住で、心身ともに健康な満20歳以上の方
☆利用料
　　平日午前７時30分～午後７時：１時間あたり700円
　　平日午前７時30分～午後７時以外の時間・土曜日：１時間あたり900円
☆申　込　子ども家庭支援センターにお電話ください。

説明会（利用・協力会員対象） ※随時開催（要事前予約）

講習会（協力会員対象）

　講義　（一時保育者としての子どもとの関わり方）
　日時　７月24日（月）・11月 13日（月）
　　　　いずれも午前10時～（２時間程度）
場所　本庁舎1階　町民談話室

乳幼児救急法
　協力会員希望者で説明会・講習会
　（講義）受講済みの方を対象に別途
　開催予定

申込　子ども家庭支援センターまで
　　　　お電話ください。

　　子育て福祉課 子ども家庭支援センター
　　☎ 042（588）4113

日の出町ファミリー・サポート・センター
（アドバイザー）

援助の申し入れ 援助の打診

利用料の支払い

援助活動の実施（利用会員） （協力会員）

ファミリー・サポート・センター
のシステム

ファミリーサポートセンターからのお知らせ

元気のある活気に満ちた商工観光業・農林業の振興 !!


